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1 ．はじめに

　国家公務員法（以下、国公法）は1947年に制
定された。この法律の目的は、国家公務員（以
下、公務員）に適用すべき基準を定め、公務員
が最大限の能率を発揮して公務を行えるように
することであった1）。同法第71条では、「職員
（公務員＿筆者注）の能率は、充分に発揮され、
且つ、その増進が図られなければならない」と
規定された注1）。また同条では、人事委員会がこ
れらの適切な方法を講じなければならないこと
も規定された。ここでいう人事委員会とは、国
公法の完全な実施を確保し、上述の目的を達成
するために設置された組織であった注2）。人事委
員会は1948年の国公法改正によって人事院に改
組された。
　国公法第71条を具体化した内容は、同法第73
条で規定された。第73条では、公務員の能率増
進を目的に、彼らの教育訓練、保健、元気回復、
安全保持、厚生に関する事項について、人事院
と関係省庁の長が計画を立て、実施することが
定められた注3）。その第2項では、人事院が、こ

れら5つの事項の計画と実施について、それぞ
れ総合的な企画を立案し、関係省庁の調整・監
視役となることも定められた。上記5つのうち、
「元気回復」が今日のレクリエーション活動に関
連しており、以下では「元気回復」を「レクリ
エーション活動」と称する。
　上述のとおり、国公法の目的に示された公務
員の能率発揮及び増進は、同法第73条によって
具体化され、人事院が総合的な計画を定めると
ともに、関係省庁の長も計画を定めることとさ
れた。本研究では、同法第73条の能率増進計画
の中でも、レクリエーション活動に関する計画
に着目する。

1.1　先行研究の検討
　従来の研究は、戦後のレクリエーション活動
について、文部省が主導する教育・行政施策
の観点から検討してきた。この観点からの研
究2），3），4），5）では、日本レクリエーション協会（以
下、レク協）の設立経緯や社会体育の位置付け
などが明らかにされてきた。しかし、これらの
研究では、国公法第73条にもとづくレクリエー
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ション活動は検討されず、この活動は、人事院6）

とレク協7）が記録したに留まっていた。これら
の記録を戦後のレクリエーション活動の中に位
置付け直したのが、薗田の研究8）であった。こ
の研究では、レク協の活動を中心に据え、戦後
のレクリエーション活動を再構成することで、
上述の研究が記述しきれなかった国公法第73条
にもとづくレクリエーション活動を位置付け直
したのであった。
　薗田の研究を発展させ、国公法第73条にも
とづくレクリエーション活動に焦点を当てた研
究には、岩佐・來田によるもの9）がある。この
研究において、岩佐らは、人事院が1950年に
作成した「国家公務員レクリエーション基本方
針」（以下、基本方針）の存在を指摘した。岩
佐らによれば、基本方針の第2項には、各省庁
が、国公法第73条にもとづくレクリエーション
活動の計画を樹立する義務を負うことが明記さ
れていた。この内容は国公法で規定されておら
ず、「基本方針」が同法第73条をさらに具体化
したものであったと考えられた。つまり、岩佐
らが指摘した「基本方針」は、人事院が同法第
73条にもとづいて作成したレクリエーション活
動に関する計画であったことが推察できる。し
かし、この研究では、「基本方針」の目的やその
作成経緯、国公法第73条との関係は解明されな
かった。そこで、本研究では、岩佐・來田が指
摘した「基本方針」を手がかりに、この解明に
せまりたい。「基本方針」を手がかりとする理由
は、1950年から1955年頃において、各行政機関
が「基本方針」に加え、各年度に実施すべき内
容を定めた「国家公務員レクリエーション実施
方針」（以下、年次計画）にもとづいて活動を実
施していた様子が複数の史料から確認できるた
めである。

1.2　研究の目的と意義
　以上の研究背景より、本研究では、1950年に
制定された基本方針及び1950年度～1955年度の
年次計画の作成過程とこれらの計画内容を明ら
かにすることを目的とする。
　国公法が制定された当時、国の機関は中央省

庁だけでも19省庁注4）あり、これらの下位組織
は、全国に設置されていた10）。全国に設置され
た行政機関が、国公法第73条にもとづいてレク
リエーション活動を実施するためには、同法に
よる規定だけでなく、同法が指示したように人
事院などによる計画作成が必要であったと考え
られる。しかし、上述の薗田11）や岩佐らの研
究12）は、人事院や各行政機関が実施した活動
を明らかにしたものの、人事院がどのような計
画を立て、各行政機関の活動の実施をサポート
したのかについては検討していなかった。本研
究は、人事院が国公法第73条をどのように解
釈し、それをどのように計画に反映させたのか
を明らかにするものであり、戦後の日本の行政
機関におけるレクリエーション活動の普及・発
展プロセスの検討を可能にする点に意義を有す
る。

1.3　研究方法
　本研究では、上記の目的の解明にあたり、以
下の2つの検討課題を設定し、1950年から1955
年までの関連史料を用いて分析を行う。

課題1）基本方針と年次計画の作成過程の検討
　この検討課題では、「人事院月報」13），14），15），16），17）

を用い、基本方針及び1950年度～1955年度の年
次計画の作成過程を表にまとめる。
課題2）基本方針と年次計画の内容の検討
　この検討課題では、課題1で用いた「人事院
月報」、1951年の厚生大臣官房人事課による「昭
和二十六年度レクリエーション実施方針につい
て」18）を用い、基本方針と1950年度から1955年
度の年次計画の内容を比較する。

2 ．結果

（ 1）基本方針と年次計画の作成過程
　上記「1.3　研究方法　課題1」に示した史料
を用い、基本方針の作成過程を表1にまとめた。
　表1に示した通り、基本方針は、1950年3月2
日に、国公法第73条にもとづくレクリエーショ
ン活動について、各省庁が足並みを揃えて実施
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するために作成された。この作成にあたったの
が、福祉関係担当官会議注5）であった。福祉関
係担当官会議は、国公法第73条第2項～第5項
に関わる事項について、人事院と関係省庁の担
当者注6）が協議する場として設置された19）。表1
より、基本方針は、福祉関係担当官会議が付託
した「レクリエーション計画に関する小委員会」
が案を作成し、同会議がこの案を承認すること
で策定された。この手続によって作成された基
本方針は、人事院能率局長から各行政機関に通
達された。
　福祉関係担当官会議では、基本方針にもとづ
いて、年次計画も作成していた。表2には1950
年度から1955年度の年次計画の作成過程をまと

めた。
　表2に示したとおり、1950年度から1955年度
の年次計画は、行政機関が各年度に実施すべき
レクリエーション活動の内容を明確にするため
に作成された。この表より、年次計画は、福祉
関係担当官会議が案を作成し、人事院が承認す
る形で策定されていたことがわかる。この作成
手続は基本方針とは異なっており、年次計画は
人事院事務総長から各行政機関に通達された。
検討した史料には、基本方針及び年次計画の策
定機関と通達者が異なる理由やこれらの計画の
関係性は示されていなかった。次節では、基本
方針と年次計画の内容を検討する。

表 1　基本方針の作成過程

計画名 国家公務員レクリエーション基本方針
計画作成の根拠 国公法第73条
計 画 作 成 日 1950年3月2日

計 画 目 的 国公法第73条にもとづくレクリエーション活動の健全な発展のために、各省庁間で統一した基本方
針を作成し、各省庁がこの方針の実現に努めること

作 成 機 関
作成機関：福祉関係担当官会議
案の作成：レクリエーション計画に関する小委員会

作 成 手 続 き 行政機関 人事院 福祉関係
担当官会議

レクリエーション計画
に関する小委員会

通達 付託

案

計画の通達者 人事院能率局長

表 2　1950年度から1955年度の年次計画の作成過程

計画名 1950年度～1955年度国家公務員レクリエーション実施方針
計画作成の根拠 国公法第73条、国家公務員レクリエーション基本方針
計 画 作 成 日 各年度の4月
計 画 目 的 行政機関が各年度に実施すべきレクリエーション活動の内容を明確にすること

作 成 機 関
作成機関：人事院
案の作成：福祉関係担当官会議

作 成 手 続 き 行政機関 人事院 福祉関係
担当官会議

通達 付託

案

計画の通達者 人事院事務総長
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（ 2）基本方針と年次計画の内容
　上記「1.3　研究方法　課題2」に示した史料
を用い、1950年度～1955年度の年次計画の各項
目が、基本方針の項目に一致するものを表3に
示し、年次計画のみに示された項目は、表4に
示した。

　これらの表から、表4に示した「人事院主催イ
ベントへの参加及び運営協力」は、6年の計画の
5年分で取り扱われていたことがわかる。次に
多くの年度で取り扱われていたのは、表3に示
した基本方針第11項「参加機会の確保」であっ
た。この項目は6年の4年分で取り扱われてい

表 3　年次計画の項目が基本方針に一致する項目

基本方針
年次計画 「●」が取り

扱われた年
次計画の数

1950
年度

1951
年度

1952
年度

1953
年度

1954
年度

1955
年度

1
国家公務員レクリエーシヨン計画は、職員の志気を昴め、欠
勤率及び移動率を減少させ、能率低下を防止し、心身の健
康を増進し、高能率を維持することを目的とする。

● ● 2

2

（略）人事院及び関係庁の長は職員の元気回復について計画
を樹立し、これが実施に努めなければならない（略）。この
観点から国の各機関はレクリエーシヨン計画の樹立及び実
施につき職員に対し義務を負うものである。

0

3
（略）レクリエーシヨン行政は種々の人事行政部門に能率増
進に関係のある研修、健康、厚生、安全の各部門と完全に
調和して発展せしめなければならない。

● 1

4

国家公務員のレクリエーシヨンに関する管理は単に職員の
物的経済的面に対する利益の擁護のみに偏せず。人的要素
により考えた精神的生活内容及び身体的健康管理の面に対
しても重視する必要がある。

● 1

5 国家公務員のレクリエーシヨン計画は、「職員の実際の必
要」に基ずかなければならない。 0

6 国家公務員のレクリエーシヨン計画の樹立は諸事実に基ず
かなければならない。（略） ● ● ● ● 4

7
国家公務員のレクリエーシヨン計画の立案に際しては性別、
年令層、地方事情というような要因に充分な考慮を払わな
ければならない。（略）

● 1

8
すべての職員のレクリエーシヨン計画は、個人個人の好み
の相違を考慮に入れて均衡のとれるよう特に努力しなけれ
ばならない。（略）

● 1

9

国家公務員のレクリエーシヨンは（略）公共レクリエーシ
ヨン施設、資源及びサーヴィスを職員にも充分に利用し得
るように計画され（略）活用するようにしなければならな
い。（略）

● ● ● 3

10
国家公務員レクリエーシヨン計画は、僻地に勤務する職員
のレクリエーシヨンに対して特に配慮を払わなければなら
ない。

● 1

11 職員のためのレクリエーシヨンは、各職員に参加の機会が公平にゆき亙るように周知せられなければならない。 ● ● ● ● 4

12
レクリエーシヨン指導者は、レクリエーシヨン振興上最も
重要な問題であるから、これが充実強化が図らなければな
らない。

● ● ● 3

※ 「●」が、基本方針と一致する年次計画の項目である。表中の空欄は、当該年度の年次計画に基本方針の項目と一致
する項目がなかったことを表す。
※「●」には複数の項目が含まれる場合があり、必ずしも各年度の年次計画の項目数を示すものではない。
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た。これらの取り扱いから、人事院では、各行
政機関の公務員がレクリエーション活動に参加
できるイベントを開催していたことがわかる。
人事院の記録20）や薗田の研究21）では、これら
のイベントが当時の主要な活動として取り上げ
られていた。表4からは、各行政機関がこれら
の普及活動を行っていた様子も伺えた。
　また、表3の基本方針第6項「レクリエーショ
ン計画の樹立は事実に基ずか（ママ）なければなら
ない」も6年の4年分で取り扱われていた。例え
ば1950年度の年次計画において、この項目は、
「レクリエーション活動の状況（省略）等につい
てあらゆる角度から科学的に調査すること」22）

と示された。表4の「レクリエーション活動に
関わる予算の適正配分」からは、国公法にもと
づくレクリエーション活動に予算がつけられて
いたことがわかる。これらの点を踏まえれば、
各行政機関では、上述のような計画樹立のため
の調査が必要であったのであり、こうした調査
を実施するためには、表4に示した「活動後の
評価」や「調査研究」を継続的に実施しなけれ
ばならなかったと考えられる。
　表3に示した基本方針第9項「レクリエーショ
ン活動のための施設活用」、同方針第12項「指
導者養成の強化」は、6年の半分の3年分で取
り扱われていた。岩佐らの研究23）によれば、当
時、国公法第73条にもとづいて実施されたレク
リエーション活動は、戦前から日本人に親しま

れたスポーツや身体活動であった。各行政機関
がこれらの活動を実践していたことを踏まえれ
ば、「施設の活用」や「指導者養成」は、当時の
行政機関における課題をそのまま計画に反映し
ていたと推察できた。検討した史料からは、各
行政機関が他の項目をどの程度考慮していたの
かはわからなかった。

3 ．おわりに

　本研究の目的は、1950年に制定された基本方
針及び1950年度～55年度の年次計画の作成過程
とこれらの計画内容を明らかにすることであっ
た。これらの検討で用いた主な史料は「人事院
月報」であった。以下に本研究の検討で明らか
になった3点をまとめ、考察を行う。
1）   基本方針は、福祉関係担当官会議が付託し
た「レクリエーション計画に関する小委員
会」が案を作成し、同会議の承認を経て策
定された。他方、年次計画は、福祉関係担
当官会議が案を作成し、人事院が承認する
形で策定されていた。これらの計画は人事
院からの通達として各行政機関に発せられ
た。

2）   基本方針は、国公法第73条にもとづくレ
クリエーション活動について、各行政機関
が足並みを揃えて実施するために作成され
た。また年次計画は、基本方針にもとづき、

表 4　年次計画のみに示された項目

内容／年度 1950
年度

1951
年度

1952
年度

1953
年度

1954
年度

1955
年度

「●」が取り扱われた
年次計画の数

レクリエーションの普及活動 ● ● 2
人事院主催イベントへの参加及び運営協力 ● ● ● ● ● 5
指導上の注意／医学的指導の奨励 ● 1
レクリエーション運動の生活化 ● 1
活動後の評価 ● ● 2
レクリエーション活動に関わる予算の適正配分 ● ● 2
レクリエーション活動の調査研究 ● ● 2
※ 「●」が、基本方針と一致する年次計画の項目である。表中の空欄は、当該年度の年次計画に基本方針の項目と一致
する項目がなかったことを表す。
※「●」には複数の項目が含まれる場合があり、必ずしも各年度の年次計画の項目数を示すものではない。
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各年度に行政機関が実施すべき内容を明確
にしたものであった。

3）   1950年度から1955年度の年次計画では、3
つの内容が取り扱われていた。第一は、各
行政機関の公務員がレクリエーション活動
に参加するための内容であった。第二は、
各行政機関が年次計画を作成するための
調査などを継続的に実施するための内容で
あった。第三は、当時の行政機関の課題で
あった「施設の活用」や「指導者養成」に
関する内容であった。

　以上から、基本方針と年次計画は行政機関内
部におけるものであり、国公法第73条にもとづ
くレクリエーション活動を計画的、且つ具体的
にプランニングしていた様子が伺えた。西谷24）

は、行政機関内部における計画の実効性（効力）
について、次のように指摘する。これらの計画
の実効性は、1）計画作成段階から関係機関が
参加することで、計画内容が関係機関の「約束」
となり、計画の実効性が高まる、2）より上位
の機関が計画の最終決定者となることで、組織
上の指揮監督権を通じて計画の実効性が担保さ
れる。この指摘を上記の結果1）に当てはめれ
ば、関係機関が計画作成段階から参加できる場
が福祉関係担当官会議であり、この会議が基本
方針の最終決定を行った場合でも、各行政機関
への伝達は人事院からの通達として発せられて
いた。つまり、基本方針と年次計画の作成手続
は西谷の指摘通りであり、これらの計画の実効
性は十分に担保されていたと推察できる。
　このように、基本方針と年次計画の実効性が
担保されていたことから、基本方針は国公法第
73条の下位計画にあたり、年次計画はその下に
位置づくものとして、計画の目的に記されただ
けでなく、実質的にも機能していたといえる。
この点は、上記「2結果（2）」で述べたように、
年次計画のみに示された項目が、基本方針に一
致する項目の内容を補完するものであったこと
からも明らかである。従って、結果3）に示した
3つの内容は、各行政機関が国公法第73条にも
とづくレクリエーション活動を普及・発展させ

るために実施した、最も具体的な方法を指して
いるといえよう。薗田25）によれば、戦後の日本
のレクリエーション活動の普及は、指導者養成
を中心に展開していた。この指摘にもとづき、
今後は、年次計画に示された3つの内容の「指
導者養成の強化」の内実を解明することを課題
としたい。
　本研究は2016年度中京大学体育研究所の共同
研究費を得て行われた。
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